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学校教育改革 

事業の概要 

社会の在り方が劇的に変わる「Society5.0時代」の到来、新型コロナウイルスの感染拡大

など先行き不透明な「予測困難な時代」において、一人一人の児童・生徒が、自分のよさや

可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協

働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手

となることができるようにすることが求められている。 

学校においては、働き方改革や、ＧＩＧＡスクール構想の実現といった動きも加速・充実

させるとともに、新学習指導要領を着実に実施しながら、従来の日本型学校教育を発展させ

た新しい時代の学校教育を実現する必要がある。 

国や都の取組 

働き方改革の取組の一つとして、都では部活動における外部指導員の配置や、スクールサ

ポートスタッフの配置を進めている。 

本市の取組 

 ̧ 副校長等校務改善支援員の配置及び部活動外部指導員の充実を進めている。 

 ̧ コミュニティ・スクールを推進し、地域の方をはじめ多様な他者と協働した探究的な学

びの実現に取り組んでいる。 

 ̧ 児童・生徒一人一人の個性や能力を伸長し「生きる力」を身に付けさせるために、小・中

学校の連携を通して確かな学びと育ちを実現のため、小中連携、一貫教育の取組を進め

ている。 

課題 

 ̧ 本来であれば家庭や地域でなすべきことまでが学校に委ねられることになり、学校及び

教師が担うべき業務の範囲が拡大され、負担が増大 

 ̧ 子供たちを取り巻く課題の多様化（特別支援教育を受ける児童・生徒の増加、貧困、いじ

めの重大事態や不登校児童・生徒数の増加等） 

 ̧ ICT や先端技術の効果的な活用により、新学習指導要領の着実な実施と個別に最適な学

びや支援 

 ̧ 新型コロナウイルス感染症の感染防止策と学校教育活動の両立、今後起こり得る新たな

感染症への備えとしての教室環境や指導体制等の整備 

今後の方向 

多様化する子供たちを取り巻く課題や ICT 等の先端技術の活用について検討を進めると
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ともに新型コロナウイルス感染症の感染防止策と学校教育活動の両立を図っていく。現在、

特に対応が必要だと認識している課題については、３ページ以降に記載のとおりとする。 

また、学校の主たる教材である教科書については、将来的にデジタル教科書の導入をして

いく必要があると考えているが、現時点では、教員用の指導書の導入を進め、児童・生徒用

については、内容等の研究を進めるとともに、国や都の動向をみながら検討していく。 

  



- 3 - 

 

教員の働き方改革、学校支援員の配置及び確保 

事業の概要 

 「府中市立学校における働き方改革推進プラン」（以下、「働き方改革推進プラン」という。）

に基づき、学校業務の見直しとＩＣＴ化等による業務改善等、教職員の長時間労働を直接的

に解消していく取組に加え、実態として長時間労働となっている教職員の心身の健康面での

サポート体制を充実させることにより、学校教育の質の維持向上を図る。 

 また、副校長及び一般教員の事務負担の軽減を図るための副校長等校務改善支援員、学校

の抱える教育課題に適時、柔軟に対応するための学校経営支援員等の各種支援員を配置す

る。 

国や都の取組 

【働き方改革】 

 関係法令の改正や、指針の作成等により、時間外在校等時間の上限時間の設定や休日のま

とめ取り等、教職員の働き方改革に資する取組の推進を図っている。 

【学校支援員】 

 市区町村が一般教員の授業準備等の負担を軽減するために配置する地方公務員（会計年度

任用職員）の任用に要する費用の一部を補助している。 

本市の取組 

【働き方改革】 

タイムレコーダー導入による労働時間の把握、学校閉庁日の設定による休暇取得の促進

等、働き方改革推進プランに基づく取組を推進している。 

【学校支援員】 

 ̧ 学校長の裁量により、学校経営支援員（学習指導、生活指導、特別支援、学校司書等）

を配置している。また、副校長及び一般教員の事務作業等を補助する副校長等校務改善

支援員を配置している。 

 ̧ 地域住民のもつ幅広い経験、知識等を学校の教育活動に生かすため、教育ボランティア

として協力できる個人または団体を学校支援ボランティアとして配置している。 

課題 

【働き方改革】 

 教職員の長時間労働については、各種取組により少しずつ意識の醸成ができてきている状

況ではあるが、依然として長時間労働となっている教職員が多数いることや心身の健康面で

のサポート体制を充実させていくことが課題である。 
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【学校支援員】 

 各校で必要な支援員を安定的に配置できるよう、人材の確保を進める必要がある。 

今後の方向 

【働き方改革】 

引き続き、国や都の動向を注視しながら、働き方改革推進プランに基づく取組を推進して

いく。 

【学校支援員】 

 各校におけるコミュニティ・スクールの取組等を通じて人材の確保を進める。 

参考 各種支援員一覧 

 ̧ 副校長等校務改善支援員 

 ̧ 学校経営支援員 

 ̧ 学校経営支援員（水泳指導業務） 

 ̧ 学校経営支援員（少人数指導） 

 ̧ 合理的配慮支援員 

 ̧ 特別支援学級補助員 

 ̧ 小中連携一貫教育代替支援員 

 ̧ 給食補助員 
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ＧＩＧＡスクール構想 

事業の概要 

 一人１台端末と、高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備することで、特別な支援

を必要とする子供を含め、多様な子供たちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化さ

れ、資質・能力が一層多様に育成できる教育ＩＣＴ環境を実現する。 

 これまでの教育実践と最先端のＩＣＴのベストミックスを図ることにより、教師・児童・

生徒の力を最大限に引き出す。 

国や都の取組 

ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けて、一人１台端末と、高速大容量の通信ネットワーク

を一体的に整備するための経費の一部を補助金として交付し、各自治体の実現に向けた取り

組みを支援している。 

本市の取組 

校内高速通信ネットワークの整備、児童・生徒一人１台端末の整備、オンライン教材の導

入、指導者用デジタル教科書の導入等 

課題 

 ̧ ＩＣＴ機器の整備が急速に進む中で、ＩＣＴを活用した教師・児童・生徒の力を最大限に

引き出す手法については、様々な研究をしていく必要がある。 

 ̧ 学校や家庭において、子どもたちがＩＣＴ機器を適切・安全に使用できるよう、ＩＣＴ活

用スキルや情報モラルの向上を図る必要がある。 

 ̧ 教員のＩＣＴスキルを高めるとともに、情報セキュリティに関する意識を高める必要が

ある。 

今後の方向 

 デジタル教科書やオンライン教材等を活用しながら、これまでの教育実践とＩＣＴの相乗

効果を図り、ＩＣＴとのベストミックスを図っていく。また、感染拡大による再度の分散登

校等を想定し、学校と家庭とをオンラインで接続する取組についても研究を進める。 
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いじめ防止対策の推進 

事業の概要 

いじめ問題は、いじめを受けた児童・生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身

の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与える。そのことによって、当該児童・生徒が

登校できなくなったり、生命や身体に重大な危険が及んだりする恐れがあり、いじめ問題へ

の対応は学校における重要課題の一つである。 

「府中市いじめ防止基本方針」を策定し、いじめの問題から児童・生徒を守り、学校、家

庭、地域住民及び関係機関と緊密に連携し、いじめの未然防止、早期発見、早期対応、重大

事態への対応を総合的かつ効果的に推進している。 

国や都の取組 

【国】いじめ防止対策推進法、いじめの防止等のための基本的な方針の策定 

   いじめの重大事態の調査に関するガイドラインの策定 

【都】東京都いじめ防止対策推進条例 東京都いじめ防止対策推進基本方針の策定 

   東京都教育委員会いじめ総合対策の策定 

本市の取組 

 ̧ 府中市いじめ防止基本方針の策定及び府中市いじめ問題対策委員会の設置 

 ̧ 各学校において学期に１回のいじめアンケートの実施 

 ̧ 学校訪問や例月のいじめ件数等の報告によるいじめ情報の収集及び指導・助言 

 ̧ ＳＮＳ府中ルールの策定とリーフレット等による啓発活動、人権尊重教育の推進 

 ̧ スクールロイヤー制度の導入研究 

 ̧ いじめ防止等の対策研修を職層研修で実施 

課題 

府中市立学校におけるいじめ防止に係る取組の推進状況の検証、評価及びいじめ防止等の

対策を一層推進するための方策を諮問する機関を設置し、いじめ問題の解決に向けたさらな

る支援体制の充実を図る必要がある。 

今後の方向 

いじめ防止等の対策を強化するための組織体制の見直しを図るとともに、スクールロイヤ

ー等の外部人材を活用した学校支援体制の充実を図る。 
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不登校児童・生徒への支援等の推進 

事業の概要 

全ての児童・生徒にとって、魅力あるよりよい学校づくりを目指すとともに、いじめ、暴

力行為、体罰等を許さない学校づくりを推進している。不登校は、児童・生徒を取り巻く環

境によっては、どの児童・生徒にも起こり得るものとして捉え、不登校は問題行動でないと

いう認識の徹底を図り、小学校と中学校の指導連携の強化、支援員の配置、スクールソーシ

ャルワーカーの活用等、学校の取組を充実させるための支援体制の充実を図っている。 

国や都の取組 

【国】義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律の制定 

【都】教育委員会及び学校と民間施設・団体との連携検討委員会の設置 

 スクールカウンセラーの全校配置 

本市の取組 

 ̧ 適応指導教室（けやき教室）の設置・運営 

 ̧ 指導主事による不登校児童・生徒に関するヒアリングの実施 

 ̧ 例月の不登校児童・生徒数等の報告による情報の収集及び学校への指導・助言 

 ̧ 学校と家庭の連携推進事業の活用による支援員の配置 

 ̧ スクールソーシャルワーカーや心理職員等を活用した教育相談体制の強化 

課題 

スクールソーシャルワーカー等の配置により、各学校への教育相談体制は充実してきてい

るが、訪問型の支援などの保護者への支援や民間施設等との連携については更なる支援体制

の構築が必要である。「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童・生

徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す体制づくりを構築してい

くことが課題である。 

今後の方向 

教育支援センターの設置や不登校特例校を設置し、更なる不登校児童・生徒やその保護者

を支援するネットワークを整備していく。 

 

  



- 8 - 

 

特別支援教育、インクルーシブ教育 

事業の概要 

府中市特別支援教育推進計画第３次推進計画（令和２年度）に基づき、共生社会の実現に

向け就学相談の充実や特別支援教室の整備など、個に応じた指導・支援の充実や障害のある

幼児・児童・生徒に対する実効性のある取組などを推進している。 

国や都の取組 

国から障害者権利条約第２４条に規定されたインクルーシブ教育システムの構築に向け

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進」

が示された。都は東京都特別支援教育推進計画（第二期）を推進している。 

本市の取組 

 ̧ 府中市特別支援教育推進計画第３次推進計画の推進・評価を行い、第４次推進計画作成

に向けた取組を行う。 

 ̧ 「学校経営支援員」、「合理的配慮支援員」、「特別支援学級補助員」を活用し、個に応じた

指導の充実を図っている。 

 ̧ 通常の学級の児童生徒と特別支援学級の児童・生徒が、社会性を養い、共に尊重し合いな

がら協働して生活していく態度を育むための、教科、領域等における交流及び共同学習

を実施している。 

課題 

 ̧ 市の特別支援教育の現状、課題について把握し、検証していく必要がある。 

 ̧ 特別支援学級及び特別支援教室における指導方法・内容の充実、改善を図る必要がある。 

 ̧ 校内委員会体制の充実を図る必要がある。 

今後の方向 

府中市特別支援教育推進協議会を開催し、市の特別支援教育の現状、課題について協議し

ていく。 
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少人数指導、少人数学級 

事業の概要 

児童・生徒の「確かな学力」を育成するには、基礎的・基本的な内容を確実に身に付けて

いくための「補充的な指導」や、学習をより進めていくための「発展的な指導」など、個に

応じた指導の充実が不可欠である。 

また、教員が一人一人の児童・生徒に向き合い、きめ細かな指導を進め、いじめや不登校

等への早期対応、「新しい生活様式」を踏まえた身体的距離の確保のため、少人数学級が求

められている。 

国や都の取組 

 ̧ 少人数指導について、都の制度として指導方法工夫改善加配がある。 

 ̧ 少人数学級について、国は小１のみ学級編制の標準を３５人とし、加配により小２にお

いても３６人以上学級を解消している。また、都では、中１についても加配により３６人

以上学級を解消することができる。 

 ̧ 教科指導の専門性をもった教師によるきめ細かな指導の充実を図るため、小学校高学年

における教科担任制の導入が検討されている。（国：令和４年度目途、都：令和３年度モ

デル実施） 

本市の取組 

教員免許をもった学校経営支援員を配置し、教科指導において個に応じた指導の充実を図

っている。 

少人数指導については、都の指導方法工夫改善加配を活用し、算数・数学における習熟度

指導、中学校英語における少人数を実施している。 

課題 

少人数学級の課題として、人数が少ないと授業中の児童・生徒の多様な意見が限られてし

まう可能性があること、学校行事等で学級単位の取組ができないことがあることが考えられ

る。また、少人数学級を実施するには、制度面だけでなく、相応の教員、教室等の施設、教

材・教具等の条件の整備が必要である。 

今後の方向 

国や都の動向を注視していく。 
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宿泊行事の再構築 

事業の概要 

現在、府中市立学校では、宿泊体験学習として、小学校５年時における４泊５日のセカン

ドスクール、小学校６年時における２泊３日の日光林間学校、中学校３年時における２泊３

日の修学旅行を実施している。子ども達は普段の学校生活では体験しがたい総合的な体験活

動を通して、自立に必要な知識や技能を身につけるとともに、豊かな心を育み、協調性や連

帯感に基づく豊かな人間関係を養う。 

国や都の取組 

新学習指導要領において、「体験学習の充実」が掲げられている。 

本市の取組 

現在、府中市立学校で実施している宿泊体験学習は、次のとおり。 

 ̧ 小学校５年生 セカンドスクール ４泊５日 八ヶ岳周辺 

 ̧ 小学校６年生 日光林間学校   ２泊３日 日光周辺 

 ̧ 中学校３年生 修学旅行     ２泊３日 京都・奈良周辺 

課題 

実施期間の長さや実施時期の制限、子ども達の健康面への配慮、教職員の負担、中学校で

の宿泊体験不足などの課題が出てきている。また、セカンドスクールでは、八ヶ岳府中山荘

を利用しているが、宿泊先が固定されているため、活動の幅が狭くなっている。 

今後の方向 

近年、ＳＮＳ等の普及によりバーチャルな環境が整ってきているが、宿泊体験学習を通し

て、平素とは異なる生活環境の中で、自然や文化に親しむとともに、よりよい人間関係が築

けるよう集団生活の在り方や公衆道徳について学べるよう進めていく。併せて、小・中の義

務教育９年間を通してバランスの取れた宿泊体験学習の在り方について検討し、再構築を図

っていく。セカンドスクールについては、民間施設を活用した新たな形での実施を目指して

いく。また、中学校１年時の早い時期に、教師と生徒相互の触れ合いを深めるとともに、よ

り良い人間関係を形成できるよう宿泊体験学習の実施に向けて検討を進めていく。 
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学校施設の老朽化対策 

事業の概要 

本市の学校施設は、老朽化が進行しており、児童・生徒の安全・安心を確保するため、限

られた財源のもと、計画的かつ着実に学校施設の老朽化対策を実施できるよう、中長期的な

計画である「府中市学校施設改築・長寿命化改修計画」を令和２年２月に策定した。その中

で、築年数や老朽化対策調査の結果を考慮した総合的な評価を行い、学校施設の整備順序に

おけるグループ分けを行い、早期改築着手校として八小及び一中、次期実施校として三小及

び六小を選定している。 

学校施設の整備に当たっては、公立学校として、できる限り公平な教育環境を確保するこ

とを目指すともに、学校施設が地域から求められる様々な役割や機能を果たすことができる

よう、各学校の施設整備に係る具体的な整備方針を定めており、改築事業を実施する学校に

おいて「学習環境の充実」や「子供たちの成長を支える学校」を実現するため、改築事業の

特徴ある諸室として「普通教室」、「メディアセンター」、「校務センター」及び「校長室（学

校経営ルーム）」を位置付けている。 

国や都の取組 

国からは令和２年度までに学校施設の個別施設計画を策定するよう求められている。（達

成済） 

本市の取組 

計画期間は令和２年度から令和３２年度までの３１年間。 

八小・一中改築事業については、今年度実施設計が完了し、令和３年度より工事に着手す

る。また、三小・六小改築事業については、令和２年１０月に基本構想を策定し、今後基本

計画の策定に着手する。 

課題 

今後、児童・生徒数の減少が見込まれる学校もあることから、今後の改築校の選定に向け

て、本市の適正規模・適正配置の基準となる考え方を整理することが必要。 

今後の方向 

改築・長寿命化改修計画に基づき、計画的かつ着実に学校施設の老朽化対策を実施してい

くとともに、令和６年度に計画の改定を行うことで、ＰＤＣＡサイクルに基づき、継続的に

老朽化対策を推進する。 
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適正規模・適正配置 

事業の概要 

 本市では、将来的に年少人口の減少が見込まれる中、一部の小中学校では、既に小規模化

が進んできている。一方で、開発行為やマンション開発等により地域によっては、大規模校

化している学校もあるなど、学校規模の地域間格差が顕著になってきている。 

 今後、このような状況が進行していくと学校間における教育環境の不均衡や小規模化・大

規模化による教育上・学校運営上の様々な問題が発生していく恐れがある。加えて、現在、

本市が進める学校施設の老朽化対策の実施に当たっては、将来の児童生徒数の状況を見越し

た対応が求められている。 

 これらのことから、今後の各学校の児童生徒数の増減に対応し、児童生徒のより良い教育

環境を確保するため、学校施設の適正規模・適正配置に関する本市の基本的な考え方を整理

することを目的として、令和２年７月より府中市学校適正規模・適正配置検討協議会を設置

している。 

国や都の取組 

 国では昭和３３年に小・中学校の学級規模の標準を定めるなどして、地域の実情に応じた

学校規模の適正化を推進してきた。また、国は平成 27 年 1 月には公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引きを作成。 

本市の取組 

 令和２年７月に府中市学校適正規模・適正配置検討協議会を設置。令和 3 年 6 月までに協

議会で答申を取りまとめる。 

課題 

 小規模校・大規模校を解消するにあたっては、市内でも地域の特性が異なるので、その地

域に応じた手法、また、それにかかるコストを検討していく必要がある。 

今後の方向 

 地域に応じた小規模校、大規模校の平準化手法を協議して、考え方をまとめていく。 

 


